
（

二

十

日

間

）

（

二

十

日

間

）

 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

 ○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
四
八

 

○
公
金
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
四
八

 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
四
九

 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
四
九

 

○
調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
四
九

 

○
製
菓
衛
生
師
試
験
を
実
施
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
〇

 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
〇

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
〇

 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
一

 

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
一

 

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
一

 

 ○
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
二

 

○
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
号
外
第
百
十
一
号
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
一
五
三

 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
木

地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係

る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
縦
覧
に
供
す
る
書
類
 

 
 
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
 

二
 
縦
覧
の
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら
 

 
 
同
 
 
 
 
 
 
月
二
十
八
日
ま
で
 

三
 
縦
覧
の
場
所
 

 
 
福
島
市
役
所
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
門

地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係

る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
縦
覧
に
供
す
る
書
類
 

 
 
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
 

二
 
縦
覧
の
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら
 

 
 
同
 
 
 
 
 
 
月
二
十
八
日
ま
で
 

三
 
縦
覧
の
場
所
 

 
 
下
郷
町
役
場
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
 

公
金
の
徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容
 

 
 
ふ
く
し
ま
県
民
の
森
施
設
等
使
用
料
徴
収
事
務
 

二
 
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
１
 
名
称
 
財
団
法
人
ふ
く
し
ま
フ
ォ
レ
ス
ト
・
エ
コ
・
ラ
イ
フ
財
団
 

 
２
 
所
在
地
 
安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
長
久
保
六
十
八
番
地
 

三
 
徴
収
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
森
林
保
全
課
）
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地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
 

公
金
の
徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容
 

 
 
福
島
県
総
合
緑
化
セ
ン
タ
ー
施
設
等
使
用
料
徴
収
事
務
 

二
 
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
１
 
名
称
 
財
団
法
人
福
島
県
都
市
公
園
・
緑
化
協
会
 

 
２
 
所
在
地
 
福
島
市
佐
原
字
神
事
場
一
番
地
 

三
 
徴
収
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
森
林
保
全
課
）
 

   
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
だ
み
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ク
ラ
ブ
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

平
山
 
忠
夫
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小
林
字
下
前
田
四
百
十
二
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

 
 
こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
地
域
住
民
を
対
象
と
し
て
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
通
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、
地
域
住
民
の
健
康
増
進
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
築
、
豊
か
な

高
齢
者
社
会
の
創
造
及
び
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
わ
る
事
業
を
展
開
し
、
健
康
で
豊
か
な
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
化
振
興
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
わ
き
健
康
を
守
る
会
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

井
浦
 
満
男
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
岡
小
名
字
権
現
山
二
十
三
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

 
 
こ
の
法
人
は
、
「
日
本
国
民
」
の
生
活
の
向
上
に
伴
い
発
生
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
健
康
を
害
す
る
公

害
」
（
経
済
問
題
に
よ
る
精
神
的
公
害
、
そ
し
て
原
子
力
発
電
所
運
転
に
伴
う
放
射
能
被
害
、
さ
ら

に
人
的
交
流
に
伴
う
精
神
的
被
害
等
）
か
ら
、
「
国
民
の
健
康
を
守
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
化
振
興
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
五
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ぼ
う
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

新
妻
 
重
良
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
栄
町
一
丁
目
六
十
六
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

 
 
こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
、
特
に
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
、
子
ど
も
達
に
対
し
て
、
児
童
福

祉
法
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
各
種
事
業
、
福
祉
に
関
連
す
る
人
材
の
育
成
に
関
す
る
事

業
、
保
育
・
育
児
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
と
子
ど
も
の

健
全
育
成
を
図
り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
化
振
興
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
四
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
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福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
試
験
期
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日
（
木
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
 

二
 
試
験
場
所
 

 
 
福
島
市
山
居
上
三
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
校
法
人
東
稜
学
園
福
島
東
稜
高
等
学
校
 

 
 
須
賀
川
市
岩
瀬
森
四
十
六
番
地
 
 
 
 
 
 
 
須
賀
川
市
立
第
二
中
学
校
 

 
 
白
河
市
八
幡
小
路
七
番
一
号
 
 
 
 
 
 
 
 
白
河
市
役
所
本
庁
舎
 

会
津
若
松
市
城
前
一
番
七
号
 
 
 
 
 
 
 
 
会
津
若
松
市
立
第
二
中
学
校
 

 
 
南
相
馬
市
原
町
区
萱
浜
字
巣
掛
場
四
十
五
番
地
 
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
 

の
百
十
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
五
丁
目
五
番
一
号
 
 
 
い
わ
き
明
星
大
学
 

三
 
受
付
期
間
等
 

 
 
受
験
希
望
者
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
八
日
（
金
）
ま
で
（
土

曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）
に
所
轄
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
郡
山
市
保
健
所
又
は
い
わ
き

市
保
健
所
に
申
し
込
む
こ
と
。
 

四
 
受
験
手
数
料
 

 
 
受
験
手
数
料
は
、
六
千
三
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納

入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。
 

五
 
そ
の
他
 

 
 
試
験
の
詳
細
は
、
最
寄
り
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
郡
山
市
保
健
所
、
い
わ
き
市
保
健
所
又

は
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
食
品
生
活
衛
生
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
 

（
食
品
生
活
衛
生
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

四
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
試
験
期
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日
（
木
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
 

二
 
試
験
場
所
 

 
 
福
島
市
山
居
上
三
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
校
法
人
東
稜
学
園
福
島
東
稜
高
等
学
校
 

 
 
須
賀
川
市
岩
瀬
森
四
十
六
番
地
 
 
 
 
 
 
 
須
賀
川
市
立
第
二
中
学
校
 

 
 
白
河
市
八
幡
小
路
七
番
一
号
 
 
 
 
 
 
 
 
白
河
市
役
所
本
庁
舎
 

会
津
若
松
市
城
前
一
番
七
号
 
 
 
 
 
 
 
 
会
津
若
松
市
立
第
二
中
学
校
 

 
 
南
相
馬
市
原
町
区
萱
浜
字
巣
掛
場
四
十
五
番
地
 
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
 

の
百
十
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
五
丁
目
五
番
一
号
 
 
 
い
わ
き
明
星
大
学
 

三
 
受
付
期
間
等
 

 
 
受
験
希
望
者
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
八
日
（
金
）
ま
で
（
土

曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）
に
所
轄
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
郡
山
市
保
健
所
又
は
い
わ
き

市
保
健
所
に
申
し
込
む
こ
と
。
 

四
 
受
験
手
数
料
 

 
 
受
験
手
数
料
は
、
九
千
四
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納

入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。
 

五
 
そ
の
他
 

 
 
試
験
の
詳
細
は
、
最
寄
り
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
郡
山
市
保
健
所
、
い
わ
き
市
保
健
所
又

は
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
食
品
生
活
衛
生
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
食
品
生
活
衛
生
課
）

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
保
守
点
検
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372

号
。

以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11
条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39
年
福
島
県
規
則
第
17
号
）

第
274

条
の
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24
年
５
月
８
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
 

 
 
福
島
県
総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
保
守
点
検
業
務
 
一
式
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
生
活
環
境
部
県
民
安
全
総
室
災
害
対
策
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
2
番
16
号
 

３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
23日

 
４
 
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

 
 
日
本
電
気
株
式
会
社
 
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
７
番
１
号
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

 
 
72,660,000

円
 

６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
 
随
意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

 
 
特
例
政
令
第
10
条
第
１
項
第
１
号
該
当
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
災
害
対
策
課
）
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福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
笹
谷
店
 
福
島
県
福
島
市
笹
谷
字
南
田
三
番
 

二
  大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計
 

千
四
百
九
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル
 

三
  大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計
 

 
 
零
平
方
メ
ー
ト
ル
 

四
 
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日
 
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
七
日
 

五
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
 

六
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

                        

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

委
員
長
 
菊
 
地
 
俊
 
彦
 

   
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

福
島
県
労
働
委
員
会
 

会
長
 
本
 
田
 
哲
 
夫
 
 

医
療
法
人
三
愛
会
 
池
田
記
念

病
院

須
賀
川
市
弘
法
坦
五
三
―
二

変

更

前

医
療
法
人
三
愛
会
 
池
田
記
念

病
院

須
賀
川
市
森
宿
字
狐
石
一
二
九

―
七

変

更

後

平
成
二
四
年
四
月
一
日

変

更

年

月

日

新
開

文
雄

菅
家

節
子

伊
藤

宏

氏
 
 
名

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

公
認
会
計
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員
 

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
経
済
経

営
学
類
教
授

現
 
 
 
 
 
職

国
立
福
島
大
学
経
済
学
部

教
授

前
 
 
 
 
 
職

同 同 平
成

22年
６

月
22日

委
嘱
年
月
日

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
河
川
流
域
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保

守
点
検
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団

体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る（
政
令
平
成
７
年
政
令
第
372号

。以
下「
特

例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡ 

 
 
平
成
24年

５
月
８
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
 

河
川
流
域
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守
点
検
業
務
 
一
式
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
27日

 
４
 
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

 
  富

士
通
株
式
会
社
 
神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
１
番
１
号
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

 
 
47,040,000

円
 

６
  契

約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

    随
意
契
約
 

７
 
随
意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
２
号
該
当
 

（
土
木
総
務
課
）
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福
井
  邦

顕
 

鈴
木
  安

利
 

佐
藤
  卓

也
 

唐
橋
幸
市
郎
 

渡
邉
い
づ
み
 

 鈴
木
 
三
男
 

国
分
し
の
ぶ

影
山

道
幸

石
原

浩
二

本
田

哲
夫

箱
木

禮
子

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
 

日
本
全
薬
工
業
株
式
会
社
代
表
取

締
役
会
長
 

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
 

い
わ
き
経
営
者
協
会
顧
問
 

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
 

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合
会
理
事
 

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
 

ほ
ま
れ
酒
造
株
式
会
社
代
表
取
締

役
会
長
 

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
 

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
副
事
務
局
長
 

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
 

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
福
島
県
支
部
 

長
 

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

電
機
連
合
三
菱
電
機
労
働
組
合
郡

山
支
部
副
執
行
委
員
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
会
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島
県
本
部

委
員
長

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
名
誉
教

授

日
本
全
薬
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
 

株
式
会
社
ク
レ
ハ
環
境
相

談
役
 

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合

会
専
務
理
事
兼
事
務
局
長
 

ほ
ま
れ
酒
造
株
式
会
社
代

表
取
締
役
社
長
 

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
福
島

県
支
部
常
任
 

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
埼
玉

県
支
部
長
 

電
機
連
合
三
菱
電
機
労
働

組
合
郡
山
支
部
執
行
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

福
島
県
連
合
会
事
務
局
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

福
島
県
連
合
会
副
事
務
局

長 国
立
大
学
法
人
福
島
大
学

経
済
経
営
学
類
教
授

同
 

同
 

同
 

同
 

平
成
22年

６
月
22日

 

平
成
23年

２
月
22日

 

同 同 同 同 同

須
賀
  正

弘
 

岡
部
    隆

 

鈴
木
  一

夫
 

安
達
  豪

希
 

佐
賀
 
 
勝
 

山
ノ
内
 
誠
 

千
葉
 勇
二
 

樫
村

豊

岸
波
 靖
彦
 

鈴
木
千
賀
子
 

森
岡
 幸
江
 

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
次
長

兼
復
興
支
援
・
地
域
連
携
室
副
室

長
兼
企
画
商
工
部
長
 

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
次
長
兼

復
興
支
援
・
地
域
連
携
室
副
室
長

兼
企
画
商
工
部
長
 

福
島
県
南
会
津
地
方
振
興
局
次
長

兼
復
興
支
援
・
地
域
連
携
室
副
室

長
兼
企
画
商
工
部
長
 

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長
兼
復
興
支
援
・
地
域
連
携

室
主
幹
 

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
次
長
兼

復
興
支
援
・
地
域
連
携
室
副
室
長

兼
企
画
商
工
部
長
兼
 

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長
兼
復
興
支
援
・
地
域
連
携

室
主
幹
 

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長
兼
復
興
支
援
・
地
域
連
携
 

室
主
幹
 

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
主
幹
兼
副
課
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

兼
審
査
調
整
課
長
 

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長
 

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
 

株
式
会
社
辰
巳
屋
代
表
取
締
役
社

長
 

福
島
県
保
健
福
祉
部
高
齢

福
祉
課
長
 

福
島
県
総
務
部
文
書
法
務

課
長
 

福
島
県
総
務
部
文
書
法
務

課
長
 

福
島
県
病
院
局
主
幹
兼
病

院
総
務
課
副
課
長
 

福
島
県
商
工
労
働
部
参
事

兼
観
光
交
流
局
観
光
交
流

課
長
 

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度

課
主
幹
兼
副
課
長
 

福
島
県
商
工
労
働
部
産
業

人
材
育
成
課
主
幹
兼
副
課

長
 

福
島
県
農
林
水
産
部
畜
産

課
主
幹
兼
副
課
長

福
島
県
立
博
物
館
副
館
長
 

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局

長
兼
復
興
支
援
・
地
域
連
携

室
長
 

株
式
会
社
辰
巳
屋
専
務
取

締
役
 

平
成
24年

４
月
24日

 

平
成
23年

６
月
28日

 

平
成
24年

４
月
24日

 

平
成
23年

６
月
28日

 

同
 

同
 

同
 

同 同
 

平
成
24年

４
月
24日

 

同
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福
島
県
の
地
先
海
面
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
 

六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
長
 
前
 
田
 
幸
 
徳
 

一
 
操
業
の
承
認
 

い
か
つ
り
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
 

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
手
釣
又
は
竿
 

釣
に
使
用
す
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

二
 
承
認
の
対
象
漁
船
 

 
 
い
か
つ
り
漁
業
に
係
る
操
業
の
承
認
の
対
象
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
未
満
と
す
る
。
 

三
 
操
業
期
間
 

操
業
期
間
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
 

四
 
制
限
又
は
条
件
 

１
 
操
業
の
禁
止
区
域
 

次
に
掲
げ
る
海
域
で
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。
 

 
 
 
双
葉
郡
富
岡
町
小
良
ヶ
浜
灯
台
か
ら
正
東
の
線
以
北
の
水
深
四
十
五
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
福
島
県
 

 
 
の
海
域
 

 
２
 
承
認
証
の
備
付
け
及
び
標
識
の
表
示
 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
別
に
定
め
る
承
認
証
を
船
内
に
備
え
付
け
、
次
 

に
掲
げ
る
標
識
を
船
舶
の
船
橋
の
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

   
 

３
 
操
業
の
協
定
 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
場
に
お
い
て
他
種
漁
業
と
の
競
合
又
は
操
業
上
の
紛
争
が
生
 

じ
た
と
き
は
、
関
係
者
と
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
 

合
に
お
い
て
、
操
業
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛
争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移
 

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
漁
獲
成
績
の
報
告
 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
月
以
内
に
別
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
 

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

五
 
承
認
の
取
消
し
 

 
 
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

六
 
指
示
の
有
効
期
間
 

 
 
こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
 

と
す
る
。
 

 ○
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
号
外
第
百
十
一
号
中
 

                          

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

九

下

十

第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

福
海
い
か
つ
り

2
0
ｾﾝﾁﾒー
ﾄﾙ

２
４
第
 
 
号
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